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研
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ノ
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十
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平

成
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十
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年

八

月

十

日

﹃
続
日
本
後
紀
﹄
の
予
防
記
事
と
物
恠
記
事

多

田

圭

介

□

要

旨

本
朝
四
番
目
の
勅
撰
史
書
で
あ
る
﹃
続
日
本
後
紀
﹄
が
編
纂
さ
れ

た
九
世
紀
は
︑
そ
れ
ま
で
の
﹁
儒
教
的
合
理
主
義
﹂
が
中
心
の
時
代

か
ら
﹁
呪
術
的
迷
信
的
﹂
な
風
潮
が
盛
ん
に
な
る
時
代
へ
の
文
化
史

に
お
け
る
転
換
期
で
あ
る
と
言
え
る
︒
小
論
で
は
︑
そ
の
﹃
続
日
本

後
紀
﹄
に
特
徴
的
な
記
事
で
あ
る
﹁
予
防
記
事
﹂
と
﹁
物
恠
記
事
﹂

に
着
目
し
︑
記
さ
れ
る
に
至
っ
た
思
想
的
背
景
が
漢
籍
︵﹃
春
秋
公

羊
伝
﹄
及
び
そ
れ
に
関
連
す
る
書
物
︶
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
︒
ま
た
︑
そ
の
漢
籍
に
よ
る
思
想
的
な
影
響
が
︑
文
人
官
僚
を
通

じ
て
︑
陰
陽
寮
官
人
や
藤
原
摂
関
家
に
伝
播
し
︑
文
化
史
に
お
け
る

転
換
へ
と
繋
が
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

『続
日
本
後
紀
﹄

﹃
春
秋
公
羊
伝
﹄

春
澄
善
縄

藤
原
良
房

物
恠

は

じ

め

に

筆
者
は
︑
旧
稿
で
﹃
続
日
本
後
紀
﹄︵
以
下
『続
後

紀
』と
略
称
︒
︶
の
撰
者
春
澄
善
縄
に

つ
い
て
論
じ
た
が
︵
１
︶

︑
そ
こ
で
彼
の
学
問
・
思
想
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
を

加
え
︑
善
縄
を
﹁
藤
原
摂
関
家
と
当
時
の
文
化
を
結
び
つ
け
る
者
の
一
人
﹂

と
位
置
づ
け
た
︒

と
こ
ろ
で
︑
旧
稿
で
十
分
取
り
上
げ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
先
行
論
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文
に
︑
大
江
篤
氏
の
研
究
が
あ
る
︵
２
︶

︒
こ
の
論
文
に
お
い
て
︑
大
江
氏
は
︑

お
も
に
陰
陽
師
と
﹁
祟
﹂
の
関
係
を
論
じ
て
お
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
氏

は
︑
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
頭
に
か
け
︑
陰
陽
寮
の
こ
れ
か
ら
生
じ
る

で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
知
す
る
う
ら
な
い
に
よ
っ
て
﹁
祟
﹂
が
認
識
さ
れ
る

過
程
を
考
察
し
︑
そ
の
な
か
で
︑
播
磨
の
陰
陽
師
の
存
在
に
注
目
し
︑

﹁
播
磨
国
を
中
心
に
勢
力
を
伸
ば
し
つ
つ
あ
っ
た
陰
陽
寮
官
人
が
︑
藤
原

良
房
の
ブ
レ
ー
ン
で
あ
っ
た
春
澄
善
縄
・
菅
原
是
善
ら
中
央
官
人
を
介
し

て
︑
中
央
政
界
と
の
結
び
つ
き
を
強
め
て
い
っ
た
﹂
こ
と
を
指
摘
し
て
お

ら
れ
る
︒

こ
う
し
た
大
江
氏
の
見
解
は
︑
筆
者
が
旧
稿
に
お
い
て
述
べ
た
推
論
と

矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
が
︑
こ
こ
に
一
つ
の
疑
問
が
浮
か
び
上
が
る
︒

そ
れ
は
︑
な
ぜ
陰
陽
寮
官
人
を
重
用
し
た
文
人
官
僚
た
ち
が
︑
陰
陽
道
に

傾
倒
し
て
い
っ
た
の
か
︵
３
︶

と
い
う
点
で
あ
る
︒
確
か
に
︑
そ
れ
ま
で
の
風
潮

は
﹁
文
章
経
国
﹂
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
︑
嵯
峨
天
皇
を
筆
頭
と
し

た
﹁
儒
教
的
合
理
主
義
﹂
が
中
心
の
時
代
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
が
次
第
に

陰
陽
道
に
基
づ
く
﹁
呪
術
的
迷
信
的
﹂
と
も
い
え
る
時
代
へ
と
変
化
を
遂

げ
る
︵
４
︶

︒
そ
の
変
化
の
背
景
に
は
︑
陰
陽
寮
官
人
・
文
人
官
僚
・
藤
原
摂
関

家
と
い
う
三
者
の
繋
が
り
が
関
係
し
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒
こ

の
問
題
の
解
決
方
法
と
し
て
︑
大
江
氏
は
︑﹁
彼
等
︵
筆
者
註
：

文
人
官
僚

︶
の
残
し

た
詩
文
な
ど
を
分
析
す
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
信
仰
の
一
端
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
﹂
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
︑
こ
れ
と
は

別
に
︑
筆
者
は
︑﹃
続
後
紀
﹄
の
分
析
を
通
じ
て
彼
ら
の
思
想
を
炙
り
出

す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
︒
い
ま
少
し
具
体
的
に

言
え
ば
︑﹃
続
後
紀
﹄
の
特
徴
的
な
記
事
で
あ
る
﹁
予
防
記
事
﹂

︵
５
︶

と
﹁
物

恠
記
事
﹂
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑﹃
続
後
紀
﹄
の
思
想
的
背
景
︑

さ
ら
に
は
︑
当
時
の
思
想
的
背
景
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

そ
こ
で
︑
小
論
で
は
︑
こ
の
点
を
中
心
に
論
じ
て
み
た
い
︒

一
︑
予
防
記
事

『続
日
本
紀
﹄
や
﹃
日
本
後
紀
﹄
に
は
見
ら
れ
な
い
﹃
続
後
紀
﹄
の
特

徴
的
な
記
事
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
︒

①
﹃
日
本
後
紀
﹄
天
長
九
年
︵
八
三
二
︶
七
月
乙
巳
十
五
日
条

乙
巳
︒
奉
二

幣
五
畿
内
七
道
諸
国
名
神
一︒
防
二

風
雨
一

也
︒

②
﹃
続
日
本
後
紀
﹄
承
和
四
年
︵
八
三
七
︶
六
月
己
未
廿
八
日
条

又
勅
令
下
二

五
畿
内
七
道
諸
國
一

奉
二

幣
名
神
一︒
豫
防
二

風
雨
一︒
莫
上
レ

損
二

年
穀
一︒

③
﹃
続
日
本
後
紀
﹄
承
和
九
年
︵
八
四
二
︶
九
月
辛
亥
二
十
日
条

辛
亥
︒
勅
︒
去
四
月
四
日
御
卜
曰
︒
來
年
春
夏
間
︒
可
レ

有
二

疫
氣
一︒

宜
下

奉
二

幣
於
伊
勢
大
神
宮
一︒
兼
奠
二

幣
於
天
下
名
神
一︒
防
中

災
於
未

然
上︒

﹃
続
日
本
後
紀
﹄
の
予
防
記
事
と
物
恠
記
事
︵
多
田
︶
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①
と
②
は
︑
同
じ
﹁
名
神
に
奉
幣
を
し
て
︑
風
雨
の
災
い
を
防
ぐ
﹂
と
い

う
記
事
で
あ
る
が
︑﹃
続
後
紀
﹄
に
は
﹁
豫
﹂
の
一
字
が
加
わ
る
︒
こ
の

よ
う
な
類
の
記
事
を
前
後
の
史
書
の
中
で
探
し
て
み
る
と
︑﹃
続
日
本
紀
﹄

に
一
例
︵
天
平
宝
字
二
年

二
月
壬
戌
条

︶︑﹃
日
本
文
徳
天
皇
実
録
﹄︵
以
下
『文
徳
実

録
﹄
と
略
称
︒

︶
に
三
例

︵
仁
寿
元
年
八
月
己
巳
条
︑
十

月
甲
子
条
︑
七
月
庚
戌
条

︶
あ
る
の
み
で
︑﹃
日
本
後
紀
﹄
に
は
皆
無
で
あ
る
︒

﹃
続
後
紀
﹄
の
特
徴
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

右
の
史
料
に
つ
い
て
は
︑
安
田
政
彦
氏
が
︑﹁﹃
続
日
本
後
紀
﹄
に
予
防

記
事
が
多
く
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
災
害
記
事
に
お
け
る
新
し
い
側

面
と
し
て
理
解
し
う
る
﹂
と
指
摘
し
つ
つ
︵
６
︶

︑
そ
の
背
景
と
し
て
﹁
編
纂
者

の
意
識
の
表
れ
﹂︑﹁
春
澄
善
縄
が
好
ん
で
記
載
し
た
と
思
わ
れ
る
一
連
の

記
事
を
想
起
さ
せ
る
﹂
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
︒

安
田
氏
の
論
の
目
的
は
︑﹁﹃
続
日
本
後
紀
﹄
に
み
え
る
自
然
災
害
記
事

の
分
析
を
通
し
て
︑
そ
の
記
述
の
特
質
お
よ
び
︑
仁
明
朝
の
災
害
状
況
の

復
元
を
試
み
︑
承
和
期
の
政
治
基
調
の
転
換
と
の
関
係
を
探
る
﹂
点
に
あ

る
の
で
︑
ど
う
し
て
右
の
よ
う
な
記
事
が
︑﹃
続
後
紀
﹄
に
の
み
多
く
み

ら
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
深
く
言
及
し
て
お
ら
れ
な
い
︒

も
ち
ろ
ん
︑
こ
れ
は
大
江
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
︑﹃
続
後
紀
﹄
編

纂
期
に
予
兆
を
占
う
陰
陽
寮
が
抬
頭
し
て
き
た
こ
と
や
︑
そ
の
陰
陽
寮
か

ら
﹁
天
文
密
奏
案
を
直
接
得
て
原
史
料
と
す
る
の
が
︑﹃
続
後
紀
﹄
編
纂

段
階
か
ら
︵
７
︶

﹂
と
い
う
制
度
的
な
変
化
も
関
係
し
よ
う
︒
そ
こ
で
筆
者
は
︑

視
点
を
変
え
て
︑﹃
続
後
紀
﹄
撰
者
及
び
当
時
の
文
人
官
僚
の
思
想
的
背

景
に
着
目
し
た
い
︒
な
お
︑
以
下
小
論
で
は
︑
②
お
よ
び
③
の
類
の
記
事

を
﹁
予
防
記
事
﹂
と
称
す
こ
と
に
す
る
︒

さ
て
︑
こ
れ
ら
の
﹁
予
防
記
事
﹂
が
記
さ
れ
る
に
至
っ
た
思
想
的
背
景

に
関
し
て
︑
筆
者
は
﹃
春
秋
﹄
及
び
そ
れ
に
関
連
す
る
書
物
の
影
響
が

あ
っ
た
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
次
の
史
料
に
よ
る
︒

④
﹃
春
秋
公
羊
伝
﹄
荘
公
十
八
年
条
︵
︿

﹀
内

が

伝
で
あ
る
︒

︶

夏
︒
公
追
戎
于
済
西
︒︿
此
未
レ

有
レ

言
伐
者
︒
其
言
レ

追
何
︒
大
下

其

為
二

中
國
一

追
上

也
︒
此
未
レ

有
レ

伐
二

中
國
一

者
︒
則
其
言
下

為
二

中
國
一

追
上

何
︒
大
二

其
未
レ

至
而
預
禦
一

之
也
︒
其
言
レ

于
二

済
西
一

何
︒
大
レ

之
也
︒﹀

⑤
﹃
春
秋
繁
露
﹄
仁
義
發

先
覚
二

其
萌
一

絶
レ

乱
塞
レ

害
於
二

将
レ

然
而
未
レ

行
之
時
一

春
秋
之
志
也
︒

⑥
﹃
春
秋
繁
露
﹄
五
行
相
生

南
方
者
火
也
︒
本
朝
司
馬
尚
智
進
二

賢
聖
之
士
一

上
知
二

天
文
一︒
其
形

兆
未
レ

見
︒
其
萌
芽
未
レ

生
︒
昭
然
獨
見
二

存
亡
之
機
︒
得
失
之
要
︒

治
乱
之
源
一︒
豫
禁
二

未
然
之
前
一︒

④
で
は
︑﹃
春
秋
﹄
の
記
事
に
対
し
て
︑﹁
中
国
を
伐
っ
て
い
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
︑
中
国
の
た
め
に
追
い
は
ら
っ
た
と
い
う
の
は
な
ぜ
か
﹂
と
い

う
問
い
に
︑﹁
未
だ
至
ら
ぬ
う
ち
に
︑
予
め
防
い
だ
こ
と
を
大
と
し
て
で

あ
る
﹂
と
伝
が
注
釈
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
春
秋
公
羊
学
を
修
め
た
董
仲
舒

︵
﹃
漢

書
﹄
巻

五

十
六
董
仲
舒
伝

︶
の
著
で
あ
る
⑤
で
は
︑﹁
ま
さ
に
起
こ
ろ
う
と
し
て
︑
行
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わ
れ
な
い
と
き
に
︑
乱
を
防
ぐ
の
が
︑
春
秋
の
志
﹂
と
記
さ
れ
て
お
り
︑

同
じ
く
⑥
か
ら
は
﹁
其
の
形
兆
未
だ
見
え
ず
︑
其
の
萌
芽
未
だ
生
ぜ
ず
し

て
﹂﹁
存
亡
の
機
︑
得
失
の
要
︑
治
乱
の
源
を
見
︑
予
め
未
だ
然
ら
ざ
る

の
前
に
禁
ず
﹂
る
こ
と
が
で
き
る
者
こ
そ
︑
儒
教
に
お
け
る
聖
人
で
あ
る

﹁
周
公
な
の
で
あ
る
﹂
と
の
主
張
が
見
え
る
︵
８
︶

︒
こ
こ
か
ら
︑﹃
春
秋
﹄︑
中

で
も
﹃
春
秋
公
羊
伝
﹄︵
以
下
﹃
公
羊

伝
﹄
と
略
称

︶
に
﹃
続
後
紀
﹄
の
﹁
予
防
記
事
﹂
に

通
じ
る
思
想
の
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
よ
う
︵
９
︶

︒

で
は
︑﹃
続
後
紀
﹄
編
纂
期
に
お
い
て
︑
本
朝
に
お
け
る
﹃
公
羊
伝
﹄

及
び
そ
れ
に
関
す
る
書
物
の
受
容
状
況
は
︑
ど
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
︒﹃
公
羊
伝
﹄
の
受
容
に
関
し
て
は
︑
東
野
治
之
氏
の
研
究
に
詳
し
い
︵

︶
︒
10

東
野
氏
は
︑
延
暦
期
に
﹃
公
羊
伝
﹄
を
日
本
に
も
た
ら
し
た
人
物
と
し
て

伊
予
部
家
守
に
注
目
さ
れ
た
が
︑
そ
の
根
拠
と
す
る
と
こ
ろ
は
︑
次
の
史

料
で
あ
る
︒

⑦
﹃
令
集
解
﹄
学
令
６
経
周
易
尚
書
条
所
引
延
暦
十
七
年
︵
七
九
八
︶
三

月
十
六
日
官
符

延
暦
十
七
年
三
月
十
六
日
官
符
云
︒
應
下

以
二

春
秋
公
羊
穀
梁
二
傳
一︒

各
爲
二

一
経
一︒
教
中

授
學
生
上

事
︒
右
得
二

式
部
省
解
一

偁
︒
案
二

学
令
一

云
︒
教
二

授
正
業
一︒
左
傳
︒
服
虔
杜
預
注
者
︒
上
件
二
伝
︒
棄
而

不
レ

取
︒
是
以
古
来
学
者
︒
未
レ

習
二

其
業
一︒
而
以
二

去
宝
亀
七
年
一︒

遣
唐
使
明
経
請
益
直
講
博
士
正
六
位
上
伊
与
部
連
家
守
︒
読
習
還

来
︒
仍
以
二

延
暦
三
年
一

申
官
︒
始
令
三

家
守
講
二

授
三
傳
一︒
雖
レ

然

未
レ

有
レ

下
レ

符
︒
難
二

輙
為
一レ

例
︒
自
レ

此
厥
後
︒
二
三
学
生
︒
有
レ

受
二

其
業
一︒
即
以
二

彼
傳
一

冀
レ

預
二

出
身
一︒
今
省
欲
レ

試
︒
恐
違
二

令

条
一︒
将
レ

従
二

抑
止
一︒
還
惜
二

業
絶
一︒
窃
検
二

唐
令
一︒
詩
書
易
三
礼
三

伝
︒
各
為
二

一
経
一

広
立
二

学
官
一︒
望
請
︒
上
件
二
伝
︒
各
准
二

小
経
一︒

永
聴
二

講
授
一︒
以
弘
二

学
業
一︒
仍
請
二

官
裁
一

者
︒
大
納
言
従
三
位
神

王
宣
︒
奉
レ

勅
依
レ

請
︒

承
和
年
間
に
は
︑
こ
の
家
守
の
息
子
の
善
道
真
貞
が
い
る
が
︑
東
野
氏

の
指
摘
に
よ
れ
ば
︑
真
貞
の
時
代
に
は
﹃
公
羊
伝
﹄
の
学
問
は
既
に
衰
え

て
し
ま
っ
て
い
た
ら
し
い
︵

︶
︒
そ
の
こ
と
を
示
す
の
が
︑
次
の
史
料
で
あ
る
︒

11

⑧
﹃
続
日
本
後
紀
﹄
承
和
十
二
年
︵
八
四
五
︶
二
月
丁
酉
二
十
日
条

丁
酉
︒
散
位
從
四
位
下
善
道
朝
臣
眞
貞
卒
﹁
也
﹂︒
眞
貞
︒
右
京
人

也
︒
故
伊
賀
守
從
五
位
下
伊
与
部
連
家
守
之
男
也
︒︵
中
略
︶
眞
貞

以
二

三
傅
三
禮
一

爲
レ

業
︒
兼
能
二

談
論
一︒︵
中
略
︶
諸
儒
言
︒
當
代

讀
二

公
羊
傅
一

者
︒
只
眞
貞
而
已
︒
恐
斯
學
墜
焉
︒
廼
命
二

眞
貞
一︒

於
二

大
學
一

講
レ

之
︒
後
卒
二

于
家
一︒
時
年
七
十
八
︒

こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
承
和
年
間
に
は
﹃
公
羊
伝
﹄
が
読
め
る
の
は
真
貞
の

み
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
ら
し
い
︒
そ
こ
で
︑
真
貞
は
命
を
受
け
て
大

学
寮
に
て
講
義
を
行
っ
て
い
る
︒
こ
の
大
学
で
の
講
義
が
功
を
奏
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
︑
そ
の
後
も
﹃
公
羊
伝
﹄
の
学
問
が
継
承
さ
れ
て
い
た
︵

︶
︒
そ

12

の
こ
と
は
︑
次
に
掲
げ
る
史
料
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
︒

⑨
﹃
日
本
三
代
実
録
﹄
元
慶
元
年
︵
八
七
七
︶
四
月
壬
申
朔
日
条

﹃
続
日
本
後
紀
﹄
の
予
防
記
事
と
物
恠
記
事
︵
多
田
︶
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夏
四
月
壬
申
朔
︒
夜
丑
一
刻
︒
日
有
レ

蝕
之
︒
虧
初
子
三
剋
三
分
︒

復
至
二

寅
二
刻
一

一
分
︒

皇
帝
不
レ

視
レ

事
︒
百
官
不
レ

理
レ

務
︒
不
レ

擧
二

常
祭
一︒
先
レ

是
︒
中
務
省
豫
奏
二

陰
陽
寮
所
レ

言
四
月
朔
夜
太
陽

虧
之
事
一︒

詔
命
二

明
經
紀
傳
明
法
等
博
士
一

議
二

日
蝕
在
レ

夜
廢
務

以
否
一︒
從
五
位
上
行
大
學
博
士
兼
越
中
守
善
淵
朝
臣
永
貞
︒
從
五
位

下
行
助
教
善
淵
朝
臣
愛
成
︒
從
五
位
下
善
淵
朝
臣
廣
岑
︒
勘
解
由
次

官
從
五
位
下
兼
行
直
講
小
野
朝
臣
當
岑
︒
外
從
五
位
下
美
努
連
清
名

等
議
曰
︒︵
中
略
︶
何
休
曰
︒
春
秋
不
レ

言
二

月
食
一︒
日
者
以
二

其
無
一レ

形
︒
故
闕
レ

疑
︒
夜
食
︒
何
縁
書
乎
︒
鄭
君
釋
レ

之
曰
︒
一
日
一
夜
︒

合
爲
二

一
日
一︒
今
朔
日
︒
日
始
出
︒
其
食
有
二

虧
傷
之
處
一

未
レ

復
︒

故
知
︒
此
日
以
レ

夜
食
︒
夜
食
則
亦
属
二

前
月
之
晦
一︒
故
穀
梁
子
不
レ

爲
レ

疑
︒︵
後
略
︶

⑩
﹃
日
本
三
代
実
録
﹄
元
慶
八
年
︵
八
八
四
︶
五
月
廿
九
日
戊
子
条

︵
前
略
︶
博
士
善
淵
朝
臣
永
貞
﹁
等
﹂
奏
議
曰
︒︵
中
略
︶
又
公
羊

伝
曰
︒
天
子
三
公
者
何
︒
天
子
之
相
則
何
三
︒
自
レ

陜
而
東
者
周
公

主
レ

之
︒
自
レ

陜
而
西
者
召
公
主
レ

之
也
︒
一
相
處
二

于
内
一︒
疏
云
︒

天
子
之
三
公
主
二

黜
陟
一︒︵
後
略
︶

こ
こ
で
は
︑﹁
何
休
注
﹂・﹁
公
羊
伝
﹂・﹁
公
羊
伝
疏
﹂
か
ら
の
引
用
が

見
え
る
︒
ま
た
﹃
延
喜
式
﹄
に
も
︑

⑪
﹃
延
喜
式
﹄
大
学
寮
式

講
書
日
限
条

25

凡
應
二

講
説
一

者
︒
禮
記
︒
左
伝
各
限
二

七
百
七
十
日
一︒
周
禮
︒
儀

禮
︒
毛
詩
︒
律
各
四
百
八
十
日
︒
周
易
三
百
一
十
日
︒
尚
書
︒
論

語
︒
令
各
二
百
日
︒
孝
経
六
十
日
︒
三
史
︒
文
選
各
准
二

大
経
一︒
公

羊
︒
穀
梁
︒
孫
子
︒
五
曹
︒
九
章
︒
六
章
︒
綴
術
各
准
二

小
経
一︒
三

開
重
差
︒
周
髀
共
准
二

小
経
一︒
海
嶋
︒
九
司
亦
共
准
二

小
経
一︒

と
︑
令
規
定
に
は
な
か
っ
た
﹃
公
羊
伝
﹄
の
講
説
日
数
が
定
め
ら
れ
て
い

る
︒
⑦
を
鑑
み
れ
ば
︑﹃
弘
仁
式
﹄
な
い
し
﹃
貞
観
式
﹄
の
段
階
で
既
に

規
定
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

善
道
真
貞
が
明
経
道
の
教
官
を
勤
め
た
頃
︵
八
一
三
～

八
三
三

︶
は
大
学
寮
の
全

盛
期
と
言
え
︵

︶
︑﹃
公
羊
伝
﹄
が
当
時
の
知
識
人
達
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

13

た
の
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑﹃
続
後
紀
﹄
の
﹁
予
防
記
事
﹂
を
見
る
と
︑
そ

の
多
く
が
詔
勅
に
引
用
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
も
詔
勅
作
成
担
当
者
が
内

記
で
あ
る
こ
と
や
︑
そ
の
内
記
の
多
く
が
大
学
寮
出
身
者
で
あ
る
こ
と
と

無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
︒
な
に
よ
り
︑﹃
文
徳
実
録
﹄
災
異
記
事
の
後
に
︑

問
答
形
式
に
て
記
載
理
由
を
示
し
て
い
る
例
が
︑
当
時
の
隆
盛
を
示
し
て

い
る
と
言
え
よ
う
︵

︶
︒
14

董
仲
舒
に
関
し
て
も
︑
そ
の
存
在
が
﹃
続
後
紀
﹄
編
纂
期
で
あ
る
貞
観

年
間
に
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒

⑫
﹃
日
本
三
代
実
録
﹄
貞
観
元
年
︵
八
五
九
︶
八
月
三
日
丙
戌
条

遣
二

從
五
位
下
行
備
後
權
介
藤
原
朝
臣
山
陰
︒
外
從
五
位
下
行
陰
陽

權
助
兼
陰
陽
博
士
滋
岳
朝
臣
川
人
等
一︒
於
二

大
和
國
吉
野
郡
高
山
一︒

令
レ

修
二

祭
礼
一︒
董
仲
舒
祭
法
云
︒
螟
螣
賊
二

害
五
穀
一

之
時
︒
於
二

害
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食
之
州
縣
内
清
淨
處
一︒
解
レ

之
攘
レ

之
︒
故
用
二

此
法
一︒
前
年
命
二

陰

陽
寮
一︒
於
二

城
北
船
岳
一

修
二

此
祭
一︒
今
亦
於
レ

此
修
レ

之
︒
蓋
擇
二

清

淨
之
處
一︒

こ
の
﹁
董
仲
舒
祭
法
﹂
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
は
明
ら
か
で
な
い

が
︑
陰
陽
道
の
高
山
祭
に
お
け
る
典
拠
と
な
っ
て
い
る
︵

︶
︒
少
な
く
と
も
陰

15

陽
道
祭
祀
に
携
わ
る
者
の
間
で
は
﹁
董
仲
舒
﹂
が
享
受
さ
れ
︑
そ
れ
を
典

拠
と
し
て
示
す
だ
け
の
権
威
が
あ
る
と
見
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
董
仲
舒

に
関
し
て
も
︑﹃
公
羊
伝
﹄
の
受
容
や
陰
陽
道
祭
祀
の
流
行
と
共
に
︑
当

時
の
知
識
人
達
に
知
れ
渡
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
︑﹃
続
後
紀
﹄
編
纂
期
に
お
い
て
︑﹃
春
秋
﹄︑

特
に
﹃
公
羊
伝
﹄
に
関
す
る
知
識
は
受
容
さ
れ
続
け
て
い
た
の
で
あ
り
︑

④
お
よ
び
⑤
・
⑥
か
ら
︑﹃
続
後
紀
﹄
に
見
え
る
災
害
の
﹁
予
防
記
事
﹂
は
︑

こ
れ
ら
の
書
物
の
受
容
と
大
き
く
関
係
し
て
い
た
と
判
断
さ
れ
る
︒
そ
こ

で
︑
次
に
こ
の
推
論
を
﹁
物
恠
︵
怪
︶﹂

︵

︶

記
事
か
ら
裏
付
け
た
い
︒

16

二
︑
物
恠
記
事

『続
後
紀
﹄
に
こ
の
﹁
物
恠
﹂
の
記
事
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
は
︑
す

で
に
坂
本
太
郎
氏
︵

︶
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
が
撰
者
春
澄
善
縄

17

の
思
想
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
︑
今
日
で
は
通
説
的
見
解
で
あ
る
︒

そ
の
後
︑
細
井
浩
志
氏
は
︑﹁
物
恠
﹂
の
記
事
が
﹃
日
本
後
紀
﹄
天
長

七
年
︵
八
三
〇
︶
よ
り
三
例
見
ら
れ
る
こ
と
に
関
し
て
︑
同
じ
天
長
七
年

に
善
縄
が
内
記
に
就
任
し
て
い
る
︵
﹃
日
本
三
代
実
録
』貞
観
十

二
年
二
月
十
九
日
辛
巳
条

︶
こ
と
を
根
拠
と

し
︑﹁
彼
が
直
接
︑
あ
る
い
は
配
下
の
内
記
史
生
に
指
示
す
る
こ
と
で
間

接
的
に
内
記
日
記
に
関
与
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
﹂
と
指
摘
さ
れ
た
︵

︶
︒
い
ず

18

れ
に
せ
よ
︑﹁
物
恠
﹂
の
語
句
と
善
縄
の
関
連
性
が
窺
え
る
︵

︶
︒
19

ま
た
︑
松
本
卓
哉
氏
は
︑
日
本
に
お
け
る
災
異
思
想
の
研
究
に
お
い
て
︑

災
異
詔
勅
の
な
か
で
も
﹁
災
異
の
原
因
を
人
事
に
求
め
な
が
ら
も
災
異
の

主
体
と
し
て
﹃
天
﹄
の
存
在
が
抜
け
落
ち
︑
卜
筮
の
告
げ
る
と
こ
ろ
に

よ
っ
て
特
定
の
神
霊
︵
神
社
・
山
陵
︶
が
祟
っ
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
す

る
タ
イ
プ
﹂
と
︑﹁
災
異
を
特
定
の
神
霊
の
祟
り
と
す
る
と
同
時
に
次
の

災
異
の
予
兆
と
し
て
と
ら
え
て
対
応
策
を
講
じ
て
い
る
﹂
タ
イ
プ
の
詔
勅

と
が
︑
仁
明
天
皇
朝
を
境
に
急
増
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら

れ
る
︵

︶
︒
こ
の
変
化
も
﹁
物
恠
﹂
の
発
生
と
︑
さ
ら
に
は
﹁
予
防
記
事
﹂
の

20

発
生
と
に
大
き
く
関
わ
り
を
持
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

さ
て
︑
こ
こ
で
筆
者
が
着
目
し
た
い
の
は
﹁
物
恠
︵
モ
ノ
ノ
サ
ト
シ
︶﹂

の
遡
源
で
あ
る
︒
こ
の
点
は
既
に
森
正
人
氏
が
︑
古
く
よ
り
神
の
告
げ
知

ら
せ
の
意
に
用
い
ら
れ
る
動
詞
﹁
サ
ト
シ
﹂
に
︑
漢
籍
の
中
か
ら
吉
凶
の

予
兆
と
し
て
の
意
を
持
つ
﹁
恠
﹂
字
が
宛
て
ら
れ
︑
そ
こ
に
﹁
モ
ノ
ノ
﹂

が
冠
せ
ら
れ
て
成
立
し
た
和
語
︑
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
ゆ
え
に
︑
現
代

21

風
に
言
え
ば
︑﹁
物
恠
﹂
と
は
﹁
何
ら
か
の
予
兆
﹂
と
言
っ
た
意
味
と
な
る
︒

そ
の
﹁
予
兆
と
し
て
の
﹃
恠
﹄
字
﹂
の
使
用
は
︑
先
に
見
た
﹃
公
羊
伝
﹄

﹃
続
日
本
後
紀
﹄
の
予
防
記
事
と
物
恠
記
事
︵
多
田
︶
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に
関
連
す
る
書
物
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

⑬
﹃
春
秋
公
羊
伝
何
氏
解
詁
﹄
隠
公
三
年
三
月
己
巳
条
︵
︹

︺
内
が

何
休
の
注

︶

己
巳
︒
日
有
レ

食
之
︒
何
以
書
︒︹
諸
言
二

何
以
書
一

者
︒
問
二

主
書
一︒︺

記
レ

異
也
︹
異
者
非
常
可
レ

怪
︒
先
レ

事
而
至
者
︒
是
後
衛
州
吁
弑
二

其
君
完
一︒
諸
侯
初
僭
︒
魯
隱
係
獲
︒
公
子
翬
進
二

陥
謀
一︒︺

こ
れ
は
︑
⑨
に
も
見
え
た
﹃
公
羊
伝
﹄
の
何
休
に
よ
る
注
で
あ
る
︒
こ

こ
で
何
休
は
︑﹁
異
﹂
に
対
し
て
︑﹁﹃
異
﹄
と
は
通
常
で
な
い
﹃
怪
﹄
で
あ
っ

て
︑
事
に
先
ん
じ
て
や
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
﹂
と
の
注
釈
を
附
す
︒
さ

ら
に
続
け
て
︑
こ
の
三
月
己
巳
条
の
日
食
が
︑
後
に
起
こ
る
政
変
の
予
兆

と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
こ
の
記
事
の
出
典
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
が
︑
次
に
掲

げ
る
﹃
白
虎
通
義
﹄
所
収
の
﹁
春
秋
潜
潭
巴
﹂
で
あ
る
︵

︶
︒
22

⑭
﹃
白
虎
通
義
﹄
災
變

災
異
者
何
謂
也
︒
春
秋
潜
潭
巴
曰
︒
災
之
言
レ

傷
也
︒
随
レ

事
而
誅
︒

異
之
言
レ

怪
︒
先
發
感
動
之
也
︒

こ
れ
も
同
じ
く
﹁
異
﹂
と
は
﹁
怪
﹂
の
こ
と
だ
と
し
︑﹁
先
發
﹂
し
て
﹁
感

動
﹂
す
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
︒

『公
羊
伝
﹄
と
そ
れ
に
関
す
る
書
物
の
受
容
は
先
に
も
見
た
が
︑
こ
の

﹃
白
虎
通
義
﹄
も
古
代
の
日
本
に
お
い
て
参
照
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
︒
た

と
え
ば
︑﹃
令
集
解
﹄
の
中
に
引
用
さ
れ
る
例
が
七
例
︵

︶
見
ら
れ
︑
六
国
史

23

の
中
に
も
引
用
が
二
例
見
え
て
い
る
︒
う
ち
一
例
は
︑
き
わ
め
て
興
味
深

い
も
の
な
の
で
︑
次
に
原
文
を
掲
げ
て
お
く
︵

︶
︒
24

⑮
﹃
続
日
本
後
紀
﹄
承
和
十
一
年
︵
八
四
四
︶
八
月
乙
酉
五
日
条

乙
酉
︒
文
章
博
士
從
五
位
上
春
澄
宿
祢
善
繩
︒
大
内
記
從
五
位
下
菅

原
朝
臣
是
善
等
︒
被
二

大
納
言
正
三
位
藤
原
朝
臣
良
房
宣
一

稱
︒
先

帝
遺
誡
曰
︒
世
間
之
事
︒
毎
レ

有
二

物
恠
一︒
寄
二

祟
先
靈
一︒
是
甚
無
レ

謂
也
者
︒
今
隨
レ

有
二

物
恠
一︒
令
下
二

所
司
一

卜
筮
上︒
先
靈
之
祟
明
二

于

卦
兆
一︒
臣
等
擬
レ

信
︒
則
忤
二

遺
誥
之
旨
一︒
不
レ

用
則
忍
二

當
代
之
咎
一︒

進
退
惟
谷
︒
未
レ

知
二

何
從
一︒
若
遺
誡
後
有
レ

可
レ

改
︒
臣
子
商
量
︒

改
レ

之
耶
以
否
︒
由
レ

是
略
引
二

古
典
證
據
之
文
一

曰
︒︵
中
略
︶
白
虎

通
曰
︒
定
二

天
下
之
吉
凶
一︒
成
二

天
下
之
亹
々
一︒
莫
レ

善
二

於
蓍
龜
一︒

︵
中
略
︶
由
レ

此
言
レ

之
︒
卜
筮
所
レ

告
︒
不
レ

可
レ

不
レ

信
︒
君
父
之

命
︒
量
レ

宜
取
捨
︒
然
則
可
レ

改
改
レ

之
︒
復
何
疑
也
︒
朝
議
從
レ

之
︒

こ
れ
は
著
名
な
記
事
で
あ
っ
て
︑
松
本
氏
は
﹁
嵯
峨
上
皇
に
よ
り
歯
止

め
が
か
け
ら
れ
て
い
た
災
異
︵
物
恠
︶
を
祟
り
と
す
る
理
解
を
公
認
し
﹂

た
と
理
解
し
︑
こ
れ
が
﹁
仁
明
朝
か
ら
︑
災
異
を
卜
筮
に
よ
っ
て
神
霊
の

祟
り
と
す
る
例
が
急
増
す
る
﹂
契
機
と
な
っ
た
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
︒

こ
こ
で
筆
者
が
と
く
に
注
目
し
た
い
の
は
︑﹃
続
後
紀
﹄
撰
者
で
あ
る
善

縄
が
﹃
白
虎
通
義
﹄
を
引
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
そ
れ
が
﹁
物

恠
﹂
に
関
す
る
記
事
な
の
で
あ
る
か
ら
興
味
深
い
︒

｢予
防
記
事
﹂
が
﹃
公
羊
伝
﹄
や
関
連
書
物
か
ら
思
想
的
影
響
を
受
け

た
こ
と
に
顧
み
れ
ば
︑
予
兆
と
し
て
の
﹁
恠
﹂
字
も
︑
同
様
の
影
響
を
受
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け
て
使
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
こ
こ
か
ら
も
︑﹃
続

後
紀
﹄
と
﹃
公
羊
伝
﹄
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
す
る
書
物
と
の
関
連
性
が
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

お

わ

り

に

以
上
︑﹃
続
後
紀
﹄
に
特
徴
的
な
記
事
で
あ
る
予
防
記
事
と
物
恠
記
事

を
手
が
か
り
と
し
︑
当
時
の
漢
籍
の
影
響
を
考
察
し
て
き
た
︒
そ
の
結

果
︑﹃
続
後
紀
﹄
編
纂
期
に
お
い
て
︑
特
に
﹃
公
羊
伝
﹄
と
そ
れ
に
関
連

す
る
書
物
の
影
響
が
強
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒
考
え
て
み
る
と
︑

﹃
続
後
紀
﹄
は
そ
の
序
文
に
︑

⑯
﹃
続
日
本
後
紀
﹄
序
文

︵
前
略
︶
起
レ

自
二

天
長
十
年
二
月
乙
酉
一︒
訖
二

于
嘉
祥
三
年
三
月
己

亥
一︒
惣
十
八
年
︒
據
二

春
秋
之
正
體
一︒
聯
二

甲
子
一

以
詮
次
︒
考
以
二

始
終
一︒
分
二

其
首
尾
一︒
都
爲
二

廿
卷
一︒
名
曰
二

續
日
本
後
紀
一︒︵
後
略
︶

と
あ
っ
て
︑
こ
と
さ
ら
﹃
春
秋
﹄
が
意
識
さ
れ
て
い
る
︒﹃
春
秋
﹄
の
﹁
正

體
﹂
を
参
考
に
す
る
際
︑﹃
春
秋
﹄
に
関
す
る
様
々
な
経
書
・
注
釈
書
を

参
照
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

先
に
も
見
た
と
お
り
︑
従
来
﹃
文
徳
実
録
﹄
と
﹃
公
羊
伝
﹄
と
の
関
係

は
指
摘
さ
れ
て
き
た
︒
ま
た
︑﹃
公
羊
伝
﹄
を
典
拠
と
す
る
傾
向
の
淵
源

が
天
平
宝
字
期
に
あ
る
こ
と
も
既
に
指
摘
が
あ
る
︵

︶
︒
そ
の
よ
う
な
時
代
背

25

景
に
鑑
み
れ
ば
︑
今
ま
で
指
摘
は
な
い
も
の
の
︑﹃
続
後
紀
﹄
に
﹃
公
羊
伝
﹄

及
び
そ
れ
に
関
す
る
書
物
の
影
響
が
見
ら
れ
る
の
も
当
然
と
い
え
ば
当
然

で
あ
る
︒
小
論
の
価
値
は
︑
そ
れ
を
史
料
的
に
実
証
で
き
た
こ
と
に
あ
る

と
考
え
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
陰
陽
寮
官
人
を
重
用
し
た
文
人
官
僚
た
ち
は
︑
な
ぜ
陰
陽

道
に
傾
倒
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
最
初
に
提

起
し
た
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
︒

こ
れ
ま
で
の
考
察
の
結
果
か
ら
言
え
ば
︑
当
時
︑﹃
公
羊
伝
﹄
及
び
そ

れ
に
関
連
す
る
書
物
の
﹁
予
兆
﹂
や
︑
そ
れ
に
対
す
る
﹁
予
防
﹂
の
思
想

的
影
響
が
︑
文
人
官
僚
の
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
疑
い
な
い
︵

︶
︒
つ
ま

26

り
︑
唐
風
文
化
受
容
の
最
終
段
階
と
し
て
︑﹃
公
羊
伝
﹄
を
中
心
と
す
る

漢
籍
が
文
人
官
僚
の
間
で
注
目
さ
れ
︑
そ
こ
に
あ
っ
た
﹁
予
防
﹂﹁
予
兆
﹂

の
思
想
と
陰
陽
寮
の
﹁
こ
れ
か
ら
生
じ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
知
す
る
う

ら
な
い
﹂
が
結
び
つ
き
︑﹁
呪
術
的
迷
信
的
思
想
﹂
へ
と
風
潮
が
変
化
し

て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
中
心
に
い
た
の
は
︑
い
う
ま

で
も
な
く
春
澄
善
縄
で
あ
り
︑
藤
原
良
房
で
あ
り
︑﹃
続
後
紀
﹄
に
頻
出

す
る
﹁
予
防
記
事
﹂
や
﹁
物
恠
記
事
﹂
は
︑
は
か
ら
ず
も
そ
う
し
た
当
時

の
思
想
的
傾
向
を
よ
く
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
︵

︶
︒
27

小
論
で
は
︑
こ
う
し
た
﹃
続
日
本
後
紀
﹄
に
特
徴
的
な
﹁
予
防
記
事
﹂

と
﹁
物
恠
記
事
﹂
に
着
目
し
︑
そ
の
背
後
に
あ
る
思
想
に
つ
い
て
の
見
通

し
を
開
陳
し
た
︒
か
か
る
中
国
思
想
の
影
響
に
つ
い
て
は
︑
さ
ら
に
多
く

﹃
続
日
本
後
紀
﹄
の
予
防
記
事
と
物
恠
記
事
︵
多
田
︶
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の
観
点
か
ら
の
分
析
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
が
︑
ひ
と
ま
ず
こ
こ
に
卑

見
の
一
端
を
述
べ
︑
博
雅
の
ご
批
正
を
仰
ぐ
次
第
で
あ
る
︒

︻
註
︼

︵
１
︶
拙
稿
﹁
春
澄
善
縄
︱
﹁
承
和
期
﹂
の
学
者
︱
﹂﹃
皇
學
館
論
叢
﹄

四
三
︲
三
︑
二
〇
一
一
年
︒

︵
２
︶
大
江
篤
﹁
陰
陽
寮
と
﹁
祟
﹂﹂﹃
日
本
古
代
の
神
と
霊
﹄
臨
川
書
店
︑

二
〇
〇
七
年
︵
初
出
は
二
〇
〇
三
年
︶︒

︵
３
︶
大
江
氏
も
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
は
﹁
今
後
の
課
題
﹂
と
さ
れ
て
い

る
︒

︵
４
︶
米
田
雄
介
﹁
貴
族
文
化
の
展
開
﹂﹃
講
座
日
本
歴
史

古
代
２
﹄

東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
八
四
年
︒
木
村
茂
光
﹃﹁
国
風
文
化
﹂
の

時
代
﹄
青
木
書
店
︑
一
九
九
七
年
︒
山
下
克
明
﹃
陰
陽
道
の
発
見
﹄

Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
︑
二
〇
一
〇
年
等
︒

︵
５
︶﹁
予
防
記
事
﹂
の
定
義
に
関
し
て
は
後
述
︒

︵
６
︶
安
田
政
彦
﹁﹃
続
日
本
後
紀
﹄
の
災
害
記
事
﹂﹃
続
日
本
紀
の
諸
相
﹄

塙
書
房
︑
二
〇
〇
四
年
︒

︵
７
︶
細
井
浩
志
﹁
九
世
紀
の
記
録
管
理
と
国
史
﹂﹃
古
代
の
天
文
異
変

と
史
書
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
七
年
︵
初
出
は
二
〇
〇
一
年
︶︒

︵
８
︶
董
仲
舒
と
﹃
春
秋
繁
露
﹄
に
関
し
て
は
︑
濱
久
雄
氏
﹁
董
仲
舒
の

思
想
と
﹃
春
秋
繁
露
﹄︵﹃
公
羊
学
の
成
立
と
そ
の
展
開
﹄
国
書
刊
行

会
︑
一
九
九
二
年
︒
初
出
は
一
九
八
七
年
︒︶
に
詳
し
い
︒

︵
９
︶
後
世
︑﹃
公
羊
伝
﹄
の
筆
法
が
﹁
未
だ
然
ら
ざ
る
前
に
貶
す
る
筆
法
﹂

と
称
さ
れ
た
の
も
︑﹁
未
然
﹂
の
思
想
の
一
つ
の
顕
れ
と
言
え
よ
う
︒

︵

︶
東
野
治
之
﹁
日
本
古
代
の
﹃
春
秋
﹄
受
容
﹂﹃
文
学
﹄
一
︲
四
︑

10
二
〇
〇
〇
年
︒

︵

︶
一
方
で
桃
裕
行
氏
は
︑
家
守
以
降
︑﹃
春
秋
﹄
の
﹁
三
伝
は
相
当

11
に
も
て
は
や
さ
れ
﹂︑﹁
明
経
道
の
中
に
三
伝
を
主
と
す
る
も
の
と
︑

三
礼
を
重
ん
ず
る
も
の
と
の
分
科
と
ま
で
い
わ
れ
な
い
が
二
の
中
心

が
作
ら
れ
る
に
至
っ
た
﹂
と
指
摘
し
︑
こ
れ
を
後
世
の
清
原
氏
を
伝

博
士
︑
中
原
氏
を
礼
博
士
と
呼
ぶ
こ
と
に
な
る
源
流
と
し
て
い
る
︒

︵﹁
平
安
時
代
初
期
の
大
学
寮
の
状
態
﹂﹃
上
代
学
制
の
研
究
︹
修
訂

版
︺﹄
思
文
閣
出
版
︑
一
九
九
四
年
︵
初
出
は
一
九
三
七
年
︶︶︒

︵

︶
遠
藤
慶
太
﹁﹃
文
徳
実
録
﹄
と
春
秋
﹂﹃
平
安
勅
撰
史
書
研
究
﹄
皇

12
學
館
出
版
部
︑
二
〇
〇
六
年
︵
初
出
は
二
〇
〇
四
年
︶︒

︵

︶
桃
氏
註

論
文
︒
な
お
︑﹃
続
後
紀
﹄
撰
者
で
あ
る
春
澄
善
縄
も

13

11

善
道
真
貞
の
子
弟
の
一
人
で
あ
る
︒

︵

︶
坂
本
太
郎
﹁
六
国
史
と
文
徳
実
録
﹂﹃
六
国
史
﹄
吉
川
弘
文
館
︑

14
一
九
七
四
年
︵
初
出
は
一
九
六
三
年
︶︒

︵

︶
山
下
克
明
﹁
陰
陽
道
の
典
拠
﹂﹃
平
安
時
代
の
宗
教
文
化
と
陰
陽

15
道
﹄
岩
田
書
院
︑
一
九
九
六
年
︵
初
出
は
一
九
八
二
年
︶︒

︵

︶
小
論
で
は
︑
以
降
﹁
物
恠
﹂
も
﹁
物
怪
﹂
も
︑﹁
物
恠
﹂
と
し
て

16
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表
記
す
る
こ
と
に
す
る
︒

︵

︶
坂
本
太
郎
﹁
六
国
史
と
そ
の
撰
者
﹂﹃
六
国
史
﹄
吉
川
弘
文
館
︑

17
一
九
八
九
年
︵
初
出
は
一
九
五
五
年
︶︒

︵

︶
細
井
浩
志
﹁
九
世
紀
の
記
録
管
理
と
国
史
﹂﹃
古
代
の
天
文
異
変

18
と
史
書
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
七
年
︵
初
出
は
二
〇
〇
一
年
︶︒

︵

︶﹃
続
後
紀
﹄
と
﹁
物
恠
﹂
の
関
連
性
を
研
究
さ
れ
た
竹
居
明
男
氏
は
︑

19﹁
物
恠
﹂
が
内
裏
・
禁
中
に
現
れ
る
こ
と
︑
対
策
と
し
て
諸
種
の
仏

事
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑
仁
明
天
皇
も

ま
た
﹁
物
恠
恐
怖
症
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
︑
僧
道
昌
を
媒
介

と
し
て
仏
事
が
導
入
さ
れ
︑﹃
続
後
紀
﹄
の
﹁
物
恠
﹂
記
事
は
︑
そ

の
事
実
と
表
裏
一
体
の
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
︵﹁﹃
続

日
本
後
紀
﹄
の
﹁
物
恠
﹂
記
事
﹂﹃
文
化
史
学
﹄
四
五
︑
一
九
八
九
年
︶︒

︵

︶
松
本
卓
哉
﹁
律
令
国
家
に
お
け
る
災
異
思
想
︱
そ
の
政
治
批
判
の

20
要
素
の
分
析
︱
﹂﹃
古
代
王
権
と
祭
儀
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
〇

年
︒

︵

︶
森
正
人
﹁
モ
ノ
ノ
ケ
・
モ
ノ
ノ
サ
ト
シ
・
物
恠
・
恠
異
︱
憑
霊
と

21
怪
異
現
象
に
か
か
わ
る
語
誌
︱
﹂﹃
国
語
国
文
学
研
究
﹄
二
七
︑
一

九
九
一
年
︒

︵

︶
岩
本
憲
司
﹃
春
秋
公
羊
伝
何
休
解
詁
﹄
汲
古
書
院
︑
一
九
九
三
年
︒

22
︵

︶
職
員
令
中
務
省
条
︑
治
部
省
条
︑
戸
令
七
出
条
︑
鰥
寡
条
二
例
︑

23
選
叙
令
官
人
致
仕
条
︑
厩
牧
令
官
馬
牛
条
︒

︵

︶
後
の
一
例
は
﹃
日
本
三
代
実
録
﹄
貞
観
十
三
年
十
月
五
日
丁
未
条

24
で
あ
る
︒

︵

︶
東
野
氏
註

論
文
︒

25

10

︵

︶
こ
の
点
に
関
し
て
は
︑﹃
漢
書
﹄
五
行
志
が
︑﹁
景
武
之
世
︒
董
仲

26
舒
治
二

公
羊
春
秋
一︒
始
推
二

陰
陽
一︒
為
二

儒
者
宗
一︒﹂
と
記
し
て
い
る

こ
と
は
︑
当
時
の
日
本
の
時
代
背
景
を
考
え
る
上
で
興
味
深
く
︑
示

唆
に
富
む
︒

︵

︶
例
え
ば
︑﹃
続
後
紀
﹄
承
和
十
五
年
六
月
丁
酉
十
日
条
に
︑
陰
陽

27
寮
の
言
上
に
従
っ
て
名
神
に
奉
幣
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
こ
と
も
︑
そ
の
一
端
を
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒

︻
付
記
︼

本
稿
は
︑
平
成
二
十
三
年
度
に
提
出
し
た
修
士
論
文
﹁﹃
続
日
本
後

紀
﹄
の
研
究
﹂
の
一
部
を
改
稿
し
た
も
の
で
す
︒
御
指
導
︑
御
教
示
を

賜
り
ま
し
た
清
水
潔
先
生
︑
荊
木
美
行
先
生
︑
岡
田
登
先
生
に
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
︒︵

た
だ

け
い
す
け
・
学
法
津
田
学
園
高
等
学
校
教
諭
︶

﹃
続
日
本
後
紀
﹄
の
予
防
記
事
と
物
恠
記
事
︵
多
田
︶
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